
⑴　職員等に対する研修の充実等  
【施策番号91】

ア 　警察において，警察官の採用時や昇任時
に，各階級の役割又は職に応じた犯罪被害
者支援に関する必要な知識について教育し
ているほか，専門的知識を必要とする職務
に従事する実務担当者に対して，犯罪被害

者支援や被害者カウンセリング技術など，
個別の犯罪被害者支援に関する教育，研修
の機会を設けている。
　特に，犯罪被害者等の心情を理解するた
めの教育として，犯罪被害者・遺族等によ
る講演会や支援の現場で被害者に向き合い
被害者の心情に関する共感と造詣が深い警

保護，捜査，公判等の過程における配慮等（基本法第19条関係）3

められる特別遵守事項として，当該被害者
への接触を禁止するなどの事項を設定して
いることに加えて，性犯罪者など，特定の
犯罪的傾向を有する保護観察対象者に対
し，専門的処遇プログラムを受講すること
についての特別遵守事項を設定し，これを
守るよう指導監督している。また，事案に
応じて，慰謝の措置や被害弁償に努めるこ
となどの生活行動指針を設定し，それを守
る努力をするよう指導監督している。
　仮釈放等審理における意見等聴取制度の
施行（平成19年12月）後は，仮釈放者及び
少年院仮退院者については，犯罪被害者等
から聴取した意見などを踏まえ，より一層
適切に特別遵守事項を設定している。

【施策番号89】
ウ 　法務省において，保護観察対象者に対し
ては，再び罪を犯さない決意を固めさせる
とともに，犯罪被害者等の意向に配慮しな
がら誠実に対応することを促すため，しょ
く罪指導のためのプログラムを策定し，全
国の保護観察所において，一定の重大な犯
罪をした保護観察対象者に対し，以下のと
おり個別指導を実施している。
　〈１〉 　自己の犯罪行為を振り返らせ，犯

した罪の重さを認識させる。
　〈２〉 　犯罪被害者等の実情（気持ちや置

かれた立場，被害の状況など）を理
解させる。

　〈３〉 　犯罪被害者等の立場で物事を考え
させ，また，犯罪被害者等に対して，

謝罪，被害弁償などの責任があるこ
とを自覚させる。

　〈４〉 　具体的なしょく罪計画を策定させ
る。

【施策番号90】
エ 　文部科学省において，児童虐待の防止に
も資する取組として，家庭教育支援チーム
の組織化等による相談対応，保護者への学
習機会の提供などの家庭教育を支援する活
動を推進しており，家庭教育支援の推進に
関する検討委員会報告書「つながりが創る
豊かな家庭教育」（平成24年３月）（http://
www.mext .go . jp/a_menu/shougai/
katei/1306958.htm）を教育委員会等の関
係機関に周知するなど，これらの取組の活
性化を促している。

家庭教育支援チーム「たちばな子育て応援隊」
による親交流事業

提供：文部科学省
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察官や部外有識者による講演会の実施，犯
罪被害者支援担当者による体験記の配布な
どを実施している。また，警察本部犯罪被
害者支援担当課による各警察署に対する巡
回教育，民間支援団体との連携要領につい
ての教育，性犯罪被害者への支援要領につ
いての教育など，犯罪被害者等への適切な
対応を確実にするための教育の充実を図っ
ている。

【施策番号92】
イ 　法務省において，矯正施設・更生保護官
署における研修の充実を図っている（P67
【施策番号140】参照）。
　法務省・検察庁において，検察幹部が参
加する各種会議や研修の機会に犯罪被害者
等の心情を理解し，適切な対応に努めるよ
う指示しているほか，検察官に市民感覚を
学ばせるため，犯罪被害者支援団体などの
公益的活動を行う民間団体や民間企業に一
定期間派遣する研修（P46【施策番号56】
参照）や，被害者支援員に対し，犯罪被害
者等に関する諸問題についての講義などの
研修を実施するなどして（平成24年度は，
被害者支援員53名に対して実施），職員の
対応の向上に努めている。

【施策番号93】
ウ　上記【施策番号92】参照

【施策番号94】
エ 　法務省・検察庁において，検察官などの
研修の機会に，児童や女性の犯罪被害者等
と接する上での留意点などを熟知した専門
家を講師とする講義を実施し，児童や女性
の犯罪被害者等への配慮に関する研修の充
実に努めており，平成24年度は新任検事73
名及び任官後おおむね３年前後の検事114
名に対する，「児童・女性への配慮」の講
義等を実施した。

【施策番号95】
オ 　法務省・検察庁において，副検事を含む
検察官などに対する研修では，交通事件の
留意点などを熟知した専門家などによる講

義を行うとともに，交通事件の被害者・被
害者遺族の立場などへの理解を深めるため
の機会を設けるなど，交通事件をテーマと
した講義科目を設け，交通事件に関する講
義の充実を図っており，平成24年度は副検
事117名に対する「被害者支援」の講義等
を実施した。

【施策番号96】
カ 　「PTSD 対策専門研修会」については，
P41【施策番号35】参照
　また，厚生労働科学研究では，平成17年
度から「犯罪被害者の精神健康の状況とそ
の回復に関する研究」を３年計画で行い，
平成23年度からは，「大規模災害や犯罪被
害等による精神疾患の実態把握と対応ガイ
ドラインの作成・評価に関する研究」を行
い，「犯罪被害者に対する急性期心理社会
支援ガイドライン」を作成した。
　「思春期精神保健対策専門研修」につい
ては，P43【施策番号44】参照

【施策番号97】
キ 　看護教育においては，今般，「看護教育
の内容と方法に関する検討会」において，
保健師及び助産師の基礎教育の内容の見直
しを行い，卒業時の到達目標として性犯罪
等の予防と被害相談者への対応と支援につ
いての項目を設定し，強化を図ったところ
である。

【施策番号98】
ク 　厚生労働省において，犯罪被害者等への
適切な対応を図るため，民生委員が相談援
助活動を行う上で必要不可欠となる守秘義
務の遵守等の知識と技術を修得するための
研修を実施する都道府県などに対する支援
を行っている。さらに，民生委員の全国組
織である「全国民生委員児童委員連合会」
では，民生委員に対する研修カリキュラム
体系の見直しや各種研修会で資料を配布す
るなど，研修内容の整備及び広報と理解促
進を行っている。
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【施策番号99】
ケ 　厚生労働省において，全国婦人保護施設
長連絡協議会や全国婦人保護施設指導員研
修会の場を活用して職員の専門的な資質向
上を図るほか，配偶者からの暴力被害者や
人身取引の被害者等を保護する公的シェル
ターである，各都道府県に設置された婦人
相談所において，適切な対応を確実にする
ための職員に関する研修を，毎年，厚生労
働省の主催において行うとともに，各都道
府県において実施する専門研修や啓発にか
かる費用を補助している。
　また，犯罪被害者等の治療，保護などを
行う施設の職員などの研修の充実を図る方
向での検討を実施している。
　さらに，児童相談所職員などへの研修の
支援を行っており，都道府県において，婦
人相談所，婦人保護施設，母子生活支援施
設，福祉事務所，民間団体などで配偶者か
らの暴力被害者などの支援を行う職員を対
象に，専門研修を実施している。

○ 　海上保安庁において，基本的人権を尊重
した適正な職務執行ができるようにするた
め，海上保安学校などにおいて，犯罪被害
者等の人権に関する教育を行っている。

⑵　女性警察官の配置等 
【施策番号100】

　警察において，性犯罪被害者が捜査の過程
において受ける精神的負担を少しでも緩和す
るためには，性犯罪被害者の望む性別の警察
官によって対応する必要があることなどか
ら，警察本部や警察署の性犯罪捜査を担当す
る係への女性警察官の配置を推進するととも
に，性犯罪捜査の研修を行うなどして性犯罪
捜査を担当する職員の実務能力の向上を図っ
ている。
　平成24年４月現在，性犯罪事件において，
性犯罪被害者から事情聴取などを行う性犯罪
指定捜査員として指定された女性警察官など

は，全国の都道府県警察において6,712名で
ある。
　また，全国の都道府県警察本部の性犯罪捜
査担当課に性犯罪捜査指導官の設置を推進し
ているほか，同課の性犯罪捜査指導係への女
性警察官の配置を図ることなどにより，性犯
罪捜査に関する指導体制の拡充を行ってお
り，平成24年４月現在，都道府県警察の性犯
罪捜査指導係員は297名，うち女性警察官は
147名である。
　さらに，性犯罪事件の認知後，証拠採取を
行うに当たって，犯罪被害者等の精神的負担
を軽減するため，証拠採取に必要な用具や当
該被害者の衣類を預かる際の着替えなどをま
とめた性犯罪捜査証拠採取セットを平成24年
４月現在，全国で2,898セット保有し，また，
性犯罪事件の被害状況の再現を行う際の犯罪
被害者等の精神的負担を軽減するため，当該
被害者の代わりとして使用する性犯罪被害者
捜査用ダミー人形を平成24年４月現在，全国
で1,915体整備している。
　このほか，事情聴取における相談室や被害
者支援用車両の積極的な活用や，事件発生時
における迅速・適切な診断・治療，証拠採取
や女性医師による診断などを行うため，産婦
人科医会とのネットワークを構築し，具体的
支援を受けるための連携の強化などを図り，
適正かつ円滑な性犯罪捜査を推進している。
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提供：警察庁
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○ 　海上保安庁においても，性犯罪などに係
る女性被害者の捜査の過程において受ける
精神的負担を少しでも緩和するために，女
性海上保安官による事情聴取や付添いなど
を行っている。

⑶　ビデオリンク等の措置の適切な運用 
【施策番号101】

　刑事訴訟に関して，法務省において，犯罪被
害者等の意見をより適切に裁判に反映させるた
めの犯罪被害者等の意見陳述の制度や，証人
の証言時の負担・不安を軽減するためのビデオ
リンクなどの制度の運用について，適切な対応
が行われるよう，会議や研修などの様々な機会
を通じて，検察の現場への周知徹底を図るとと
もに，施策の実施状況の把握に努めている。ま
た，犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害
者の方々へ」にもこれらの制度の情報を掲載し
ている（P64【施策番号117】参照）。
　平成24年１月から同年12月までの間に，証
人尋問の際に付添いの措置が採られた証人の
延べ数は121人，証人尋問の際に遮へいの措
置が採られた証人の延べ数は1,757人，ビデ
オリンク方式による証人尋問が行われた証人
の延べ数は288人であった。

　民事訴訟に関して，平成19年６月20日に成
立した「犯罪被害者等の権利利益の保護を図
るための刑事訴訟法等の一部を改正する法
律」により，「民事訴訟法」が一部改正され，

民事訴訟において，犯罪被害者等を証人など
として尋問する場合に，付添い，遮へい，ビ
デオリンクの各措置をとることが認められた
（平成20年４月１日施行）。
　平成24年１月から同年12月までの民事訴訟
における付添回数は14回，遮へい回数は134
回，ビデオリンク回数は13回である（いずれ
も証人尋問及び当事者尋問の数値である）。

⑷ 　警察における犯罪被害者等のための施設
の改善

【施策番号102】
　警察において，犯罪被害者等が安心して事
情聴取に応じられるようにするため，その心
情に配意し，応接セットを備えたり，照明や
内装を改善した部屋を利用できるようにする
などして，全国の全ての警察署に「被害者用
事情聴取室」を整備している。
　また，犯罪被害者等は，警察署や交番など
に立ち入ること自体に抵抗を感じる場合があ
ることから，機動的に犯罪被害者等の指定す
る場所に赴くことができ，犯罪被害者等のプ
ライバシー保護などに配意しながら必要な事

年次 付添い 遮へい ビデオリンク
平成20年 86 1,007 202
平成21年 79 1,094 235
平成22年 102 1,295 261
平成23年 136 1,317 242
平成24年 121 1,757 288

（注）
　 1　最高裁判所事務総局の資料（概数）による。
　 2  　いずれも高等裁判所，地方裁判所及び簡易裁判所における証人の

数（延べ人員）である。
提供：法務省

証人の保護等の状況

ビデオリンク方式

提供：法務省
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